
証券コード 4664
2022年６月10日

株 主 各 位
東京都豊島区東池袋三丁目１番３号

サンシャインシティ

代表取締役社長 金 井 宏 夫

第52回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第52回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上

げます。
なお、書面またはインターネットによって議決権を行使することができますので、

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、２ページから３ページのご
案内に従って、2022年６月28日（火曜日）午後５時30分までに議決権を行使いただ
きたくお願い申し上げます。

敬 具
記

１. 日 時 2022年６月29日（水曜日）午前10時
（受付開始は午前９時30分です）

２. 場 所 東京都豊島区東池袋三丁目１番３号
サンシャインシティ ワールドインポートマートビル５階

コンファレンスルーム「Room６」
（ご来場の際は、末尾に記載の会場ご案内図をご参照ください）

３. 会議の目的事項
報告事項 １．第52期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報

告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件

２．第52期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類
の内容報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 監査役１名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件

以 上

新型コロナウイルス感染症(ＣＯＶＩＤ-１９)流行を踏まえ、株主総会会場において感
染防止の処置を講じてはおりますが、株主さまの安全確保および感染拡大防止のために、
可能な限り書面またはインターネットによる議決権の事前行使をお願い申し上げます。
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議決権行使方法のご案内

株主総会にご出席の場合

株主総会日時 2022年６月29日(水曜日)午前10時開催
（受付開始は午前９時30分を予定しております。）

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
株主総会当日は、第52回定時株主総会招集ご通知(本書)をお持ちください。

株主総会にご欠席の場合

書面（郵送）にて行使される場合

行使期限 2022年６月28日(火曜日)午後５時30分到着分まで有効

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに到着する
ようご返送ください。
※郵送による議決権の行使において、議案に賛否の記載がなかった場合に
は、賛成の意思表示がされたものとして取り扱わせていただきます。

インターネットで議決権を行使される場合

行使期限 2022年６月28日(火曜日)午後５時30分まで

パソコンまたはスマートフォンから議決権行使サイトにアクセスし
(https://evote.tr.mufg.jp/)、同封の議決権行使書用紙に記載された「ログ
インID」および「仮パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って議
案に対する賛否をご入力ください。
※スマートフォンをご利用の株主さま
スマートフォンでの議決権行使は、１回に限り「ログインID」「仮パスワー
ド」の入力が不要です。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願いいたします。
◎株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類の記載事項に修正が生じた場合に
は、インターネット上の当社ウェブサイト(http://www.trsc.co.jp/)に、修正後の内容を掲載
させていただきますのでご了承ください。
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見本

見本

0120-173-027

議決権行使ウェブサイト

1.議決権行使ウェブサイトにアクセスする

2.お手元の議決権行使書用紙の副票（右側）に
記載された「ログインID」および
「仮パスワード」を入力

3.「新しいパスワード」と「新しいパスワード
（確認用)」の両方に入力

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

https://evote.tr.mufg.jp/

【議決権行使サイトの操作方法に
関するお問い合わせについて】

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

（通話料無料、受付時間：午前９時～午後９時）

ご注意事項
■インターネットより議決権を行使される場合は、郵送によるお手続きは不要です。
■郵送とインターネットにより、二重に議決権行使をされた場合は、インターネットに
よる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

■インターネットにより、複数回数にわたり議決権行使をされた場合は、最後に行わ
れた議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

「ログイン」をクリック

「送信」をクリック

スマートフォンの場合
QRコードを読み取る方法

インターネットによる議決権行使のご案内

ログインID・
仮パスワードを入力する方法

議決権行使期限

1.QRコードを読み取る

2022年６月28日(火曜日)午後５時30分まで

議決権行使書副票（右側）

2.画面の案内に従って賛否をご入力ください

「ログイン用
QRコード」はこちら▼
「ログイン用
QRコード」はこちら▼

■スマートフォンでの議決権行使は、「ログイ
ンID」「仮パスワード」の入力が不要です。
■同封の議決権行使書副票（右側）に記載
された「ログイン用QRコード」を読み取
りいただくことで、ログインいただけます。
※上記方法での議決権行使は１回に限
ります。
■２回目以降のログインの際は、下記のご
案内に従ってログインしてください。

インターネットによる議決権行使は、スマートフォンまたはパソコン等から議決権行
使ウェブサイトにアクセスいただき、画面の案内に従って行使していただきますよう
お願いいたします。
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（添付書類）
事 業 報 告
（2021

2022
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過および成果
当連結会計年度におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症に対するワク

チン接種の普及により、社会・経済活動の正常化への期待が高まる一方で、「オミクロ
ン株」や「デルタ株」等変異ウイルスの出現により、各地で度重なる緊急事態宣言の
発令やまん延防止等重点措置の適用等で企業活動や個人消費が大きく収縮する事態と
なりました。さらに、ウクライナ情勢の緊迫による原材料価格の高騰や為替変動リス
クの影響により経済活動の停滞が懸念され、依然として先行き不透明な状況が続いて
おります。
当社グループを取り巻く環境におきましても、企業間競争の激化に加えて、新型コ

ロナウイルス感染症のリスクも継続しており、一部では感染防止対策による業務のニ
ーズが発生しているものの、依然として業績への影響を及ぼしております。また原材
料価格の高騰が継続することが予想されます。雇用情勢におきましては、緊急事態宣
言が解除されたことによる経済活動の再開により、緩やかに回復しているものの、最
低賃金の上昇や社会保険加入の拡大を受け、雇用環境は引き続き厳しい状況が続いて
おります。
このような状況のもと、当社グループは「信頼されるサービスの提供」を目指した

経営姿勢のもと、各分野において十分な感染症対策を講じた勤務体制および業務品質
の向上に取り組むとともに、お客さまのニーズに寄り添った提案型営業を推進し、新
規業務の受注や既存先の仕様拡大等に注力してまいりました。
この結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高は57億4,286万円(前年同期比3.2

％減)となり、利益面につきましては、経常利益は２億4,364万円(前年同期比11.7％
増)、親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、１億6,436万円(前年同期比
11.6 ％増)となりました。
セグメント別の概況は次のとおりであります。
【建物総合管理サービス事業】
建物総合管理サービス事業につきましては、警備部門では、新規に丸の内ビルディ

ング・三菱ブロックの常駐警備業務を受注しました。清掃部門では、巡回清掃業務の
エリアを縮小したものの、業務の効率化・仕様の見直しを実施し、品質向上のため従
業員の教育に努めてまいりました。設備工事部門では、新型コロナウイルス感染症拡
大の影響により施設工事が延期となっておりましたが、期末に向けて徐々に回復した
結果、堅調に推移いたしました。しかしながら、官公庁における入札案件の不落札や、
新型コロナウイルス感染症拡大の継続から、臨時のイベント警備等の減少が影響し、
売上高は前年を下回りました。
費用面におきましては、低採算契約の改善交渉および業務仕様変更の提案に注力い

たしました。また、勤怠管理の徹底や離職率低下に向けた取り組みを実施し、採用に
伴う募集費や教育研修費等の原価が改善され収益面に大きく寄与いたしました。
この結果、売上高は46億3,225万円(前年同期比4.4％減)となりましたが、セグメン
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ト利益は５億1,006万円(前年同期比5.7％増)となりました。
【人材サービス事業】
人材サービス事業につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、

イベントプロモーション運営や各種イベント案件は年間を通して縮小傾向となりまし
た。このような状況のもと、新規および既存顧客先への提案を展開することにより、
新型コロナウイルスワクチンの職域接種運営業務やコールセンター業務の増員および
企業受付業務を新たに受注いたしました。また、東京オリンピック・パラリンピック
運営業務を受注したことにより、収益において予想を上回ることができました。加え
て採用・教育コストの見直し等、原価管理を徹底したことが利益面に大きく寄与いた
しました。
この結果、売上高は10億9,467万円(前年同期比7.4％増)となり、セグメント利益は

7,084万円(前年同期比46.5％増)となりました。
【介護サービス事業】
介護サービス事業につきましては、昨年６月30日を以って、当該事業から撤退した

ため、売上高は1,593万円（前年同期比76.7％減）となり、セグメント損失は136万
円（前年同期は618万円のセグメント損失）となりました。
（2）設備投資等の状況
当期中に実施いたしました主要な設備投資の実施額は104,803千円であり、その主

なものは次のとおりであります。
建 物 車 両 工具器具備品 構築物 ソフトウェア

仮勘定
千円 千円 千円 千円 千円

39,677 355 6,671 ― 58,100

（3）資金調達の状況
当期において、長期および短期借入金の返済等に充当するため、金融市場の動向を

注視し、長期借入金により資金調達を行いました。
当期の主要な資金調達

区 分 金 額 （千円）

長期借入金 200,000
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（4）財産および損益の状況の推移
期 別

項 目
第49期

(2019年３月期)
第50期

(2020年３月期)
第51期

(2021年３月期)
第52期

当連結会計年度
(2022年３月期)

売 上 高（千円） 5,967,545 5,987,740 5,935,746 5,742,863

経 常 利 益（千円） 163,322 143,314 218,068 243,641
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益（千円） 116,219 100,877 147,247 164,360

１株当たり当期純利益 （円） 39.60 34.37 50.17 57.10

純 資 産（千円） 1,430,632 1,498,141 1,657,148 1,773,656

総 資 産（千円） 3,329,810 3,241,006 3,532,796 3,453,736

（注）1．１株当たり当期純利益は、期中平均株式数（期中平均自己株式数を控除した株式数）に基
づき算出しております。

2．当連結会計年度より「収益認識に関わる会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31
日)等を適用しており、連結会計年度の財産および損益の状況につきましては、当該会計基
準等を適用した後の数値を記載しております。

（5）対処すべき課題
今後の日本経済は、新型コロナウイルスの変異株による感染症拡大の懸念に加え、

ウクライナ情勢の緊迫による世界的なエネルギー価格の上昇、物資の調達難の影響に
よる物価高騰等、厳しい状況が続くと思われます。
このような環境下におきましても、当社は新型コロナウイルス感染症の拡大防止対

策における国の基本的対処方針およびガイドラインに基づき、各管理施設においてＢ
ＣＰ対策を講じることにより、安全・安心に貢献してまいります。
また、安定した従業員の雇用確保のため、資格取得の推進や教育制度等社内制度の

見直しにより従業員エンゲージメントを高めるとともに、女性活躍推進法に基づき、
女性が活躍できる雇用環境の整備を重点課題と位置付けて、女性の職域拡大に積極的
に取り組んでまいります。
提供しているサービスでは、品質向上を目指し、新たな技術・情報を取り入れるこ

とにより、業務の効率化および生産性の向上を図り、コスト管理体制のさらなる強化、
各サービスの相互連携によるワンストップソリューションの提供により収益構造の改
善を図ってまいります。
建物総合管理サービス事業につきましては、多種多様なお客さまのニーズに迅速か

つ的確な対応を図ることで、お客さまとの信頼関係を強固にし、既存先への深耕開拓
営業による受注拡大に邁進してまいります。また、新技術の活用として、セキュリテ
ィロボットを導入し、大型複合施設で活用してまいります。今後、さらなる品質や生
産性の向上を図るため、新たな技術を積極的に活用し、常駐警備業務や建物管理業務
における付加価値の高い新サービスを創出し、新規獲得を目指します。併せて、人材
不足への対応も重要な課題であり、採用体制および教育の強化を図るとともに管理施
設のエリア管理による省人化を図ってまいります。
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人材サービス事業につきましては、昨年度の東京オリンピック・パラリンピック開
催に伴う運営業務受託の反動により厳しい業績が予測されますが、新型コロナウイル
ス感染症の影響から一定の制限はあるものの、ウィズコロナを前提に、各種イベント
業務をはじめ臨時業務や派遣業務におきまして、引き続き深耕開拓・新規営業を推進
してまいります。また、コンプライアンスを重視した営業活動およびスタッフへの研
修教育、キャリア支援を実施してまいります。
株主の皆様には、なお一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

（6）重要な子会社ならびに企業結合等の状況
①重要な子会社の状況

会 社 名 所 在 地 資 本 金 当社の持株比率 主要な事業内容
株 式 会 社 ア ー ル ・
エ ス ・ シ ー 中 部

愛 知 県
名古屋市

30,000
（千円） 100％ ビル管理業

②事業年度末日における特定完全子会社の状況
特定完全子会社に該当する子会社はありません。

（7）主要な事業内容
①警備保障業務

オフィスビルから商業施設に至る施設警備、駐車場における交通誘導警備、イ
ベント会場・祭礼等の雑踏警備、防犯・防災システムの機械警備業務
②清掃業務

オフィスビル・マンション・ショッピングセンター・病院・学校等、あらゆる
建物の床・ガラス・内外壁面・照明器具・上下水管・水槽等の清掃および殺虫殺
鼠・植栽造園の業務
③人材サービス業務

ＩＴ・ファイリング・機器操作・オフィス事務・営業・販売等、それぞれの分
野に適した人材を金融機関・民間企業等に派遣する業務、有料職業紹介業務、各
種イベントの企画・制作・運営業務
④設備管理業務

建物の空調設備の運転・保守管理・電気設備・給排水設備の管理、建物の環境
衛生に関する調査点検、建物の営繕・機械設備システムの設置工事業務
⑤建築工事業務

各種建築物の改修工事・補修工事・防水工事・内外装工事をはじめ建築物のあ
らゆるプランニングおよび工事に関する業務
⑥オフィスサービス業務

企業の受付案内業務・商業施設のインフォメーション業務のほか、エレベータ
ーの運転業務・電話交換・館内放送等の業務
⑦その他の業務

マンションの管理ならびに出納事務代行の業務、警備および安全に関する教
育・指導・助言業務、不動産の売買および仲介の業務
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（8）主要な営業所等
本店・支店
本 店 東京都豊島区東池袋三丁目１番３号 サンシャインシティ

大 阪 支 店 大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目３番７号 北ビル

名 古 屋 支 店 愛知県名古屋市中村区平池町四丁目60番12号 グローバルゲート

仙 台 支 店 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目４番１号 読売仙台一番町ビル

子会社
株 式 会 社 ア ー ル ・
エ ス ・ シ ー 中 部 愛知県名古屋市西区那古野一丁目１４番１８号 那古野ビル北館

（9）従業員の状況
従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

375名 5名減

（注）1．当期末日の従業員数を記載しております。
2．上記のほか、パートタイマー等の臨時従業員は682名です。
3．上記の従業員数には人材派遣スタッフ413名は含まれておりません。
4．上記合計1,470名

（10）主要な借入先
借 入 先 借 入 金 額

千円
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 72,235

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 63,886

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 116,670

株 式 会 社 き ら ぼ し 銀 行 63,285
（注） 当期末日の借入金残高を記載しております。
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２．会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 10,560,000株
（2）発行済株式総数 2,874,580株（自己株式65,420株を除く）
（3）株主数 1,596名
（4）大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 サ ン シ ャ イ ン シ テ ィ 723,000株 25.15％

三 菱 地 所 株 式 会 社 183,000株 6.36％

株 式 会 社 テ ー オ ー シ ー 180,000株 6.26％

ア ー ル ・ エ ス ・ シ ー 協 力 会 社 持 株 会 73,100株 2.54％

東 宝 フ ァ シ リ テ ィ ー ズ 株 式 会 社 71,000株 2.46％

株 式 会 社 協 和 日 成 60,000株 2.08％

金 井 宏 夫 51,418株 1.78％

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 50,000株 1.73％

ア ー ル ・ エ ス ・ シ ー 従 業 員 持 株 会 49,000株 1.70％

株式会社ＴＡＫＡＲＡ＆ＣＯＭＰＡＮＹ 46,000株 1.60％
（注） 当社は、自己株式(65,420株)を保有しており、持株比率は自己株式を控除し、表示単位未満

を切り捨てて表示しております。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。
・取締役、その他の役員に交付した株式の区分合計

区 分 株 式 数
（譲渡制限付株式） 交付対象者数

取 締 役 ( 社 外 取 締 役 を 除 く。) 14,700株 4

社 外 取 締 役 0株 0

監 査 役 0株 0
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３．会社役員に関する事項
（1）取締役および監査役

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況
取 締 役 社 長
（代表取締役） 金 井 宏 夫 経営企画部担当

(株)アール・エス・シー中部代表取締役社長

常 務 取 締 役 太 田 和 孝 ビルマネジメント事業部担当兼教育管制部担当
兼人材サービス事業部担当兼仙台支店担当

常 務 取 締 役 土 屋 利 秋
ＳＳ事業統括部担当兼工事部担当
兼ＰＦＩ推進事業部担当兼大阪支店担当
兼名古屋支店担当兼関連企業担当
(株)アール・エス・シー中部取締役

取 締 役 山 口 規 総務部長兼コンプライアンス担当
(株)アール・エス・シー中部取締役

取 締 役
（社外・独立） 但 木 敬 一 日本生命保険(相)社外監査役

(株)ミロク情報サービス社外監査役
取 締 役
（社外・独立） 羽 島 豊

常 勤 監 査 役 田 村 富士雄 (株)アール・エス・シー中部監査役

監査役（社外） 相 澤 透 (株)サンシャインシティ代表取締役専務

監査役（社外） 亀 田 光 生

（注）1．取締役但木敬一氏および羽島豊氏は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所が一般
株主保護のため確保することを義務付けている独立役員であります。

2．監査役相澤透氏および亀田光生氏は、社外監査役であります。
3．2021年６月29日開催の第51回定時株主総会において、常務取締役 山崎淳氏が任期満了
により退任しました。

4．2021年６月29日開催の第51回定時株主総会において、常勤監査役 村山和雄氏および監
査役 柴田元始氏が退任し、常勤監査役に田村富士雄氏が、監査役に亀田光生氏が就任い
たしました。

5. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間
で締結し、被保険者である取締役および監査役が負担することになる金銭的賠償、非金銭
的賠償または保全処分等の損害を当該保険契約により補填されます。保険料は特約部分も
含め当社が全額負担しており、被保険者の保険料負担はありません。なお、当社は、任期
途中である2022年９月に当該保険契約を同様の内容で更新する予定であります。

（2）責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。
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（3）取締役および監査役の報酬等の額
人 数 報酬等の種類別の総額 報酬等の総額基本報酬 非金銭報酬等

取 締 役
（うち社外取締役）

７名
（ ２名 ）

61,513千円
( 7,200千円)

6,515千円
( ― 千円)

68,029千円
（ 7,200千円）

監 査 役
（うち社外監査役）

５名
（ ３名 ）

14,193千円
（ 5,040千円）

( ― 千円)
( ― 千円)

14,193千円
（ 5,040千円）

合 計 12名 75,706千円 6,515千円 82,222千円
（注）1．上記人数には、2021年６月29日開催の第51回定時株主総会終結の時をもって退任した取

締役１名および監査役２名を含んでおります。
2. 非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当社株式であり、当事業年度に
おける費用計上額を記載しております。

3．上記支給額のほか、2017年６月29日開催の第47回定時株主総会終結の決議に基づき、役
員退職慰労金を退任取締役１名に対し10,004千円、退任監査役１名に対し537千円、退任
社外監査役１名に対し174千円支給しております。なお、この金額には過年度の事業報告
において開示した役員退職慰労引当金の繰入額10,716千円を含んでおります。

4．役員報酬等の内容の決定に関する方針等
2022年３月28日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方
針を決議いたしました。取締役の報酬は、金銭による「基本報酬」および非金銭報酬(譲渡
制限付株式報酬)による「株式報酬」とし、株主総会で決議された報酬総額の範囲内におい
て取締役会の決議により決定することを基本方針とします。具体的には、「基本報酬」の取
締役の報酬等の額については、1996年６月24日開催の第26回定時株主総会において、年
額300百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は13
名です。「株式報酬」の取締役の報酬等については、2021年６月29日開催の第51回定時
株主総会において決議されたとおり、従来の取締役の報酬額の範囲内で対象取締役に対す
る譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額60百万円以内、
当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は６名です。なお、「基本報酬」と「株式報酬」
の個人別の報酬等の額に対する種類別の割合については、特段定めないものとしておりま
す。
監査役の報酬等の額については、1996年６月24日開催の第26回定時株主総会において、
年額50百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は３
名(内社外監査役２名)です。

5．基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または
条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じて、総合
的に勘案して決定しております。

6．取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容につい
て委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び株式報酬の株
数としております。取締役会は、当該権限が代表取締役社長金井宏夫によって適切に行使
されるよう、取締役会が報酬の原案を含めた決定方針について多角的な検討を行ったうえ
で社外取締役に意見を求めて決定をしております。
当社取締役会が、代表取締役社長に対して当該権限の委任をした理由は、当社全体の業績
を俯瞰しつつ各取締役が担当する業務や職責の評価を行うには、代表取締役が最も適して
いると考えたためです。
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（4）社外役員に関する事項
① 取締役 但 木 敬 一
(ⅰ)重要な兼職先と当社との関係

取締役但木敬一氏は、日本生命保険(相)社外監査役、(株)ミロク情報サービス社
外監査役を兼務しておりますが、同社と当社との間に特別な関係はありません。
(ⅱ)特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

(ⅲ)当事業年度における主な活動状況
取締役但木敬一氏は、当期開催の80%の取締役会に出席し、主に弁護士とし

ての専門的見地から、当社の経営上有用な指摘、ご意見をいただいております。
(ⅳ)責任限定契約の内容
該当事項はありません。

② 取締役 羽 島 豊
(ⅰ)重要な兼職先と当社との関係
該当事項はありません。

(ⅱ)特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

(ⅲ)当事業年度における主な活動状況
取締役羽島豊氏は、当期開催の全ての取締役会に出席し、主に幅広い知識と

豊富な経験、高い見識に基づき、当社の経営の監督と有益な助言をいただいて
おります。
(ⅳ)責任限定契約の内容
該当事項はありません。

③ 監査役 相 澤 透
(ⅰ)重要な兼職先と当社との関係

監査役相澤透氏は、(株)サンシャインシティの代表取締役専務を兼務してお
ります。(株)サンシャインシティは当社の関連会社であり、同社と当社の間に
は、警備、ビルメンテナンス、人材派遣業務の取り引きがあります。
(ⅱ)特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

（ⅲ）当事業年度における主な活動状況
監査役相澤透氏は、当期開催の全ての監査役会および取締役会に出席し取締

役の職務執行状況を確認し、必要に応じて発言をいただいております。
(ⅳ)責任限定契約の内容
該当事項はありません。

④ 監査役 亀 田 光 生
(ⅰ)重要な兼職先と当社との関係
該当事項はありません。

(ⅱ)特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

(ⅲ)当事業年度における主な活動状況
監査役亀田光生氏は、就任後開催の全ての監査役会および取締役会に出席し

取締役の職務執行状況を確認し、必要に応じて発言をいただいております。
(ⅳ)責任限定契約の内容
該当事項はありません。
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４．会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人
（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 17,000千円
（注）1．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と

金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質
的にも区分できないため、上記金額はこれらの合計金額を記載してお
ります。

2．監査役会は、会計監査人の報酬額について、会計監査人の前年度の監
査計画と監査実績の比較、前年度の監査結果の内容および監査状況を
確認し、新年度の監査計画の内容、報酬額の見積りを検討した結果、
報酬額は相当であると判断し、同意を行っております。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
会社法第340条第１項に定める事由に該当する等、会計監査人の職務の遂行に
支障があると判断されるときは、会計監査人を解任または不再任といたします。

５．業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項
（1）取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する

ための体制の整備
①当社は、企業としての社会的信頼に応え、ＲＳＣグループ全体の企業倫理およ
び法令遵守の基本姿勢を明確にすべく、コンプライアンス基本方針（以下、「基
本方針」という。）を定める。

②当社の取締役および使用人は、基本方針を率先垂範し実践する。
③当社は、基本方針に「取締役および従業員は、反社会的勢力に対しては断固と
した態度で対応する。」と定め、反社会的勢力に対しては、弁護士、警察等の外
部専門機関との連携強化を図り、組織的に対応することにより、反社会的勢力
との関係を遮断する。

④当社は、「コンプライアンス担当取締役」を任命し、コンプライアンス推進の総
括責任者として、当社のコンプライアンス体制の整備・充実および問題点の把
握に努め、役職員がそれぞれの業務運営の立場において、研修等を通じて、コ
ンプライアンス意識の維持・向上を図る。

（2）取締役の職務の執行にかかる情報の管理に関する体制の整備
①取締役は、職務執行にかかる情報の保存ならびに情報システムの信頼性等の確
保に関し、「文書管理規程」「情報セキュリティ管理規程」「情報システム管理規
程」に基づき、電磁的記録を含む文書その他重要な情報の作成、保管および廃
棄等の取扱いを明確にする。

②必要に応じて運用状況の検証、各規程の見直し等を実施する等、適正な管理体
制を維持する。

（3）損失の危機に対処する規程その他の体制の整備
①当社は、「事業リスク・機会管理規程」に基づき、経営に重大な影響を及ぼすリ
スクと事業に関する好機を迅速に認識し、その情報を共有するため、常勤の取
締役および監査役によって構成する「経営会議」において、リスク評価とその
対応を検討する。
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②万が一、不測の事態が発生した場合には、顧問弁護士を含む外部のアドバイザ
ーとともに、迅速、かつ、適切な対応を行い、損害の拡大を防止し、損害を最
小限に止める体制を整える。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の整備
①当社は、定例の取締役会を年間10回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会
を開催する。取締役会の機能を強化し経営効率を向上させるため、前述の経営
会議を毎月２回開催する。

②当社は、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」等の社内規程を整備し、
各役職者の権限と責任の明確化を図り、適正、かつ、効率的な職務の執行が行
われる体制を構築する。

③業務の運営については、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画および各年度
予算を立案し、全社目標を設定するとともに、各部門の担当取締役が当該部門
の具体的目標および効率的に目標を達成するための方法を定める。また、「経営
会議」において、担当取締役から業績のレビューと是正策を報告させ、具体策
を推進する。

（5）当社およびＲＳＣグループにおける業務の適正を確保するための体制の整備
①子会社の取締役等の職務の執行報告における体制ならびに効率化については、
当社が定める「関係会社管理規程」に基づき、適宜、担当部門が受けた報告内
容を月２回開催される経営会議に付すとともに、年２回以上、子会社の代表取
締役が当社の代表取締役に対して職務執行に係る全般の状況報告を実施する。

②子会社の損失危機等の事業リスクおよび機会の管理は、当社が定めたリスクお
よび機会の内容を共有するとともに、２ヶ月に１回定期に開催される取締役会
において、リスク等の内容について協議する。

③子会社は、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」等を定め、各役職者に
権限と責任を与えることで職務の効率化を図る。また、子会社の代表取締役は、
各年度予算および事業計画を立案し効率的に目標を達成するための方法を定め、
取締役会において進捗状況を確認する。

④子会社の取締役および使用人の職務の執行に関し、法令および定款に適合する
ことを確保するため、当社の「コンプライアンス基本方針」を周知するととも
に、担当部門が研修等を通じてコンプライアンス意識の向上を図る。

（6）監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制の整備
①監査役が職務を補助する使用人を必要とした場合に、取締役は、監査役との協
議の上、使用人を置くことを承認するものとする。

②使用人が監査役を補助する間は、当該使用人への指揮監督権は監査役に移譲す
ることとし、取締役からの独立性を確保する。

③当該使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を取締役および役職員に周知徹
底する。

（7）監査役への報告に関する体制の整備
①当社の常勤監査役は、ＲＳＣグループの重要な意思決定の過程および業務の執
行状況を把握するため、取締役会や経営会議等の重要な会議に出席、またはそ
の内容について報告を受ける。同時に子会社の監査役と連携し、業務執行に関
する事項について報告を受ける。

②監査役は、主要な稟議書その他の業務の執行に関する重要な文書を閲覧し、必
要に応じて取締役または使用人に説明を求める。

③当社は、監査役への報告を行った取締役および使用人が不利な取扱いを受ける
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ことを禁止し、その旨を取締役および役職員に周知徹底する。
（8）監査役の職務について生ずる費用等に係る方針

当社は、監査役の職務の遂行を抑制することのないよう、監査費用等の処理を
速やかに行う。

（9）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制の整備
監査役は、代表取締役および監査法人と情報の交換に努め、互いに連携してＲ

ＳＣグループの監査の実効性を確保する。
（10）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
①コンプライアンス基本方針に基づき定期的な教育を通じて、コンプライアンス
に関する基本的な考え方を当社およびＲＳＣグループの取締役および使用人に
周知しております。また、法令遵守の総括責任者として「コンプライアンス担
当取締役」を任命しております。

②職務執行に係る情報の管理および情報システムの信頼性を確保するために、情
報セキュリティ委員会を設置し、定期的に当社の情報セキュリティに関しての
報告・検討を行っております。また、情報セキュリティの水準の維持・向上を
図るため、定期的な教育を実施しております。

③当社のリスクおよび機会の管理として、「事業リスク・機会管理規程」に定めら
れているリスク等管理委員会のもとに実行部会を設置し、毎年リスク・機会を
洗い出して対応策を作成し、取締役会に付議することにより当社のリスク・機
会を認識し、対応しております。

④取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するために、年間10回開催す
る「取締役会」のほか、経営会議規程に基づき、取締役および監査役が出席す
る「経営会議」を毎月２回開催し、職務執行に関する事項および課題の報告・
検討を行っております。なお、取締役会議事録および経営会議議事録は全て作
成・保管しております。

⑤ＲＳＣグループにおける子会社の業務の適正を確保するために、当社の関連企
業担当取締役が子会社の取締役会に出席し、業務執行に関する指示・指導を行
うとともに、当社の「経営会議」にて、子会社の業務執行に関する報告を行っ
ております。

６．株式会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する
基本方針については、特に定めておりませんが、敵対的でかつ、企業価値を損な
うと判断される買収に対し、例えば新株予約権の利用等による敵対的買収防衛策
を導入すべく検討してまいります。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2022年３月31日現在）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

千円 千円
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受取手形及び売掛金
原材料及び貯蔵品
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
土 地
そ の 他
無 形 固 定 資 産
借 地 権
ソ フ ト ウ エ ア
ソフトウエア仮勘定
電 話 加 入 権
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
保 険 積 立 金
差 入 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

2,293,740
1,451,820
814,382
7,833
15,291
4,480
△67

1,159,995
504,554
129,998
351,993
22,562
113,024
47,121
679

58,100
7,123

542,416
219,189
3,060
63,630
79,181
167,776
9,578

流 動 負 債
買 掛 金
1年内返済予定長期借入金
未 払 金

未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
未 払 費 用
賞 与 引 当 金
預 り 金
そ の 他

固 定 負 債
長 期 借 入 金
退職給付に係る負債
長 期 未 払 金
役員退職慰労引当金
そ の 他

892,350
172,521
204,403
17,251
44,651
54,050
330,468
48,961
10,768
9,273

787,729
151,957
584,248
49,067
375
2,080

負 債 合 計 1,680,079
純 資 産 の 部

株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
自 己 株 式
その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

退職給付に係る調整累計額

1,683,784
302,000
248,096
1,172,211
△38,522
89,871
83,860
6,011

純 資 産 合 計 1,773,656
資 産 合 計 3,453,736 負債・純資産合計 3,453,736

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（2021
2022

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

科 目 金 額
千円 千円

売 上 高 5,742,863
売 上 原 価 4,650,068
売 上 総 利 益 1,092,795

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 875,916
営 業 利 益 216,878

営 業 外 収 益
受 取 利 息 146
受 取 配 当 金 6,258
不 動 産 賃 貸 料 収 入 856
保 険 金 収 入 1,459
保 険 返 戻 金 18,148
そ の 他 3,020 29,889
営 業 外 費 用
支 払 利 息 2,917
支 払 手 数 料 208 3,126

経 常 利 益 243,641

特 別 利 益
移 転 補 償 金 22,488 22,488
特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 18,040
固 定 資 産 廃 棄 損 4,940
そ の 他 3,930 26,911
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 239,218

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 74,175
法 人 税 等 調 整 額 682 74,857
当 期 純 利 益 164,360
親会社株主に帰属する当期純利益 164,360

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（2021
2022

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本
合 計

千円 千円 千円 千円 千円
2021 年 4 月 1 日 残 高 302,000 250,237 1,037,199 △1,879 1,587,557

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △29,348 △29,348
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 164,360 164,360

自 己 株 式 の 取 得 △45,300 △45,300

自 己 株 式 の 処 分 △2,141 8,656 6,515
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額（純 額)

当 期 変 動 額 合 計 △2,141 135,011 △36,643 96,227

2022 年 3 月 31 日 残 高 302,000 248,096 1,172,211 △38,522 1,683,784

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計その他有価証券
評価差額金

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

千円 千円 千円 千円
2021 年 4 月 1 日 残 高 75,246 △5,655 69,591 1,657,148

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △29,348
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 164,360

自 己 株 式 の 取 得 △45,300

自 己 株 式 の 処 分 6,515
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額（純 額) 8,613 11,666 20,280 20,280

当 期 変 動 額 合 計 8,613 11,666 20,280 116,507

2022 年 3 月 31 日 残 高 83,860 6,011 89,871 1,773,656

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表

【連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等】
１．連結の範囲に関する事項

子会社は次の１社であり、連結されております。
(株)アール・エス・シー中部

２．持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しております。

４．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券
その他有価証券
市場価格のない
株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）

市場価格のない
株式等

移動平均法に基づく原価法

②棚卸資産
貯 蔵 品 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得し
た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、耐用年数及び残存価額については法人税法に規定する方法と同
一の基準によっております。

②無形固定資産 自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５
年）に基づく定額法

（3）重要な引当金の計上基準
① 貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。

② 賞 与 引 当 金 従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当連結会計年度負担分を計上
しております。

③ 役 員 退 職 慰 労
引 当 金

役員の退職慰労金の支給に備えるため内規に基づく当連結会計年度末要支給
額を計上しております。
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（4）重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは、建物総合管理、人材サービスを主な事業内容としております。各事業における主

な履行義務は、財又は役務の提供であり、これらの約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で履行義務が充足されることから、当該履行義務が充足された時点で収益を認識しております。

（5）その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
①退職給付に係る会計処理の方法
退 職 給 付 見 込 額 の
期 間 帰 属 方 法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度ま
での期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっており
ます。

数 理 計 算 上 の 差 異
の 費 用 処 理 方 法

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従
業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（６年）による定率法に
より按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理して
おります。
未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の
部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に
計上しております。

【会計方針の変更に関する注記】
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし
た。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱

いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額
を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しており
ます。
この結果、当連結会計年度の損益に与える影響はなく、利益剰余金の当期首残高への影響もありま

せん。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従
って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしまし
た。これによる連結計算書類への影響はありません。

― 20 ―

2022年05月26日 16時00分 $FOLDER; 20ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



【会計上の見積りに関する注記】
当連結会計年度の連結計算書類を作成するにあたって行った会計上の見積りのうち、翌連結会計年
度の連結計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがあるものは、識別しておりません。

【連結貸借対照表に関する注記】
１．有形固定資産の減価償却累計額 345,150 千円
２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産 建物 72,178 千円
土地 313,361 千円
借地権 47,121 千円

上記に対応する債務 1年内返済予定長期借入金 141,652 千円
長期借入金 55,583 千円

【連結株主資本等変動計算書に関する注記】
１．発行済株式に関する事項
当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末

普通株式 （株） 2,940,000 ― ― 2,940,000

２．配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議 株式の
種類 配当の原資 配当金の総額

（千円）
1株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2021年６月29日
定時株主総会

普通
株式 利益剰余金 29,348 10 2021年

３月31日
2021年
６月30日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の
種類 配当の原資 配当金の総額

（千円）
1株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2022年６月29日
定時株主総会

普通
株式 利益剰余金 28,745 10 2022年

３月31日
2022年
６月30日
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【金融商品に関する注記】
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは設備計画及び運転資金の需要計画に照らして、必要な資金を調達しております。
一時的な余資は主に流動性の高い金融商品で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調

達しており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金及び受取手形は顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動等のリスクに

晒されております。
営業債務である買掛金及び未払費用は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、運転資金及び設備資金に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日

後３年であります。このうち金利変動リスクを抑制するために、借入金の一部を長期固定金利にて調
達しております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、営業債権については債権管理規程に従い、担当の部門において取引先の状況を定期的に

モニタリングし取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸
念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の債権管理規程に準じて、同
様の管理を行っております。
②市場リスク（金利変動リスク等）の管理
当社は、借入金について、支払金利の流動性リスクに晒されておりますが、月次に資金繰計画を

作成する等の方法により管理しております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、また、

市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、担当部門が適時に資金計画表を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流

動性を管理しております。なお、連結子会社においても同様の管理を行っております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条
件を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。なお、「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「買掛金」「未払費用」については、現
金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を
省略しております。さらに、「差入保証金」は、重要性が乏しいため、注記を省略しております。

連結貸借対照表計上額
（千円） 時価（千円） 差額（千円）

（1）投資有価証券 198,508 198,508 ―

資 産 計 198,508 198,508 ―
（1）長期借入金
（1年内返済予定を含む） 356,360 355,203 △1,156

負 債 計 356,360 355,203 △1,156

（注）市場価格のない株式等は、「（1）投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結
貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区 分 連結貸借対照表計上額
（千円）

非上場株式等 20,681

合 計 20,681

（注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
1年以内
（千円）

1年超
5年以内
（千円）

5年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 1,451,820 ― ― ―

受取手形及び売掛金 814,382 ― ― ―

合 計 2,266,202 ― ― ―

（注）長期借入金の連結決算日後の返済予定額
１年以内
（千円）

1年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

長期借入金 204,403 110,263 41,694

合 計 204,403 110,263 41,694
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの
レベルに分類しております。
レベル１の時価： 同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格

により算定した時価
レベル２の時価： レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプ

ットを用いて算定した時価
レベル３の時価： 重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先的順位が最も低いレベルに時価を分類
しております。

（1）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

時価（千円）

区分 レベル1 レベル2 レベル3 合計

投資有価証券 198,508 ― ― 198,508

合計 198,508 ― ― 198,508

（2）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

時価（千円）

区分 レベル1 レベル2 レベル3 合計
長期借入金
(1年内返済予定を含む) ― 355,203 ― 355,203

合計 ― 355,203 ― 355,203

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
上記株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その

時価をレベル1の時価に分類しております。

長期借入金（1年内返済予定を含む）
長期借入金の時価は元利金の合計額を、同様の新規借り入れを行った場合に想定される利率で割り引

いた現在価値により算定しているため、その時価をレベル2の時価に分類しております。
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【賃貸等不動産に関する注記】
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため注記を省略しております。

【収益認識に関する注記】
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）
報告セグメント

合計建物総合管理
サービス事業

人材サービス
事業

介護サービス
事業 計

売上高

年間契約 4,078,704 395,043 1,604 4,475,352 4,475,352

臨時契約 553,548 699,629 14,333 1,267,511 1,267,511
顧客との契約から
生じる収益 4,632,253 1,094,672 15,937 5,742,863 5,742,863

その他の収益 ― ― ― ― ―
外部顧客への売上
高 4,632,253 1,094,672 15,937 5,742,863 5,742,863
（注）当連結会計年度において「介護サービス事業」から撤退しております。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「４．会計方針に関する事項（4）

重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行業務に配分した取引価格については、当初に予定される契約期間が1年

を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契
約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

【１株当たり情報に関する注記】
（1）１株当たり純資産額 617円 1銭
（2）１株当たり当期純利益 57円 10銭
【重要な後発事象に関する注記】
該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
（2022年３月31日現在）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

千円 千円
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
原材料及び貯蔵品
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
工 具 器 具 備 品
土 地
そ の 他
無 形 固 定 資 産
借 地 権
ソ フ ト ウ エ ア

ソフトウェア仮勘定
電 話 加 入 権
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
差 入 保 証 金
保 険 積 立 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

1,960,913
1,181,671
10,823
743,053
6,316
14,635
4,480
△67

1,167,890
486,615
123,895

40
18,494
341,001
3,183

112,229
47,121
679

58,100
6,328

569,045
209,107
35,610
78,513
63,630
170,373
11,810

流 動 負 債
買 掛 金
1年内返済予定長期借入金
未 払 金

未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
未 払 費 用
預 り 金
賞 与 引 当 金
そ の 他

固 定 負 債
長 期 借 入 金
退 職 給 付 引 当 金
長 期 未 払 金
そ の 他

847,228
168,782
204,403
15,543
43,813
44,960
301,202
10,289
48,961
9,273

796,018
151,957
592,913
49,067
2,080

負 債 合 計 1,643,246
純 資 産 の 部

株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
その他資本剰余金
利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
その他利益剰余金
別 途 積 立 金
繰越利益剰余金

自 己 株 式
評 価 ・ 換 算 差 額 等
その他有価証券評価差額金

1,401,763
302,000
248,096
242,000
6,096

890,189
21,479
868,710
395,000
473,710
△ 38,522
83,793
83,793

純 資 産 合 計 1,485,557
資 産 合 計 3,128,803 負債・純資産合計 3,128,803

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（2021
2022

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

科 目 金 額
千円 千円

売 上 高 5,346,084

売 上 原 価 4,328,414

売 上 総 利 益 1,017,669

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 828,115

営 業 利 益 189,554

営 業 外 収 益

受 取 利 息 141

受 取 配 当 金 12,233

不 動 産 賃 貸 料 収 入 856

保 険 金 収 入 1,459

保 険 返 戻 金 18,148

そ の 他 1,869 34,708

営 業 外 費 用

支 払 利 息 2,917

支 払 手 数 料 208 3,126

経 常 利 益 221,136

特 別 利 益

移 転 補 償 金 22,488 22,488

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 18,040

固 定 資 産 廃 棄 損 4,940

そ の 他 3,930 26,911

税 引 前 当 期 純 利 益 216,713

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 68,104

法 人 税 等 調 整 額 772 68,876

当 期 純 利 益 147,836
（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2021
2022

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

資 本
準備金

その他資本
剰 余 金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

その他利益剰余金 利 益
剰余金
合 計別途積立金 繰越利益

剰 余 金
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

2021 年 4 月 1 日 残 高 302,000 242,000 8,237 250,237 21,479 395,000 355,222 771,701

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △29,348 △29,348

当 期 純 利 益 147,836 147,836

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分 △ 2,141 △2,141
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事 業 年 度 中 の 変 動 額(純額)

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △ 2,141 △2,141 118,488 118,488

2022 年 3 月 31 日 残 高 302,000 242,000 6,096 248,096 21,479 395,000 473,710 890,189

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本
合 計

その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

千円 千円 千円 千円 千円
2021 年 4 月 1 日 残 高 △1,879 1,322,059 75,155 75,155 1,397,214

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △29,348 △29,348

当 期 純 利 益 147,836 147,836

自 己 株 式 の 取 得 △45,300 △45,300 △45,300

自 己 株 式 の 処 分 8,656 6,515 6,515
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額（純額 ) 8,638 8,638 8,638

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △36,643 79,703 8,638 8,638 88,342

2022 年 3 月 31 日 残 高 △38,522 1,401,763 83,793 83,793 1,485,557

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】
１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式 移動平均法に基づく原価法
その他有価証券
市場価格のない
株式以外のもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部
純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により
算定）

市場価格のない株式等 移動平均法に基づく原価法
（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯 蔵 品 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016年
４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
は、定額法を採用しております。

（2）無形固定資産 自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可
能期間（５年）に基づく定額法

３．引当金の計上基準
（1）貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞 与 引 当 金 従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担分を計上してお
ります。

（3）退 職 給 付 引 当 金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の
見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を
計上しております。
なお、数理計算上の差異は、各期の発生時の従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数（６年）による定率法により按分した額をそれぞれ発
生の翌期から費用処理しております。

４．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
（1）退職給付に係る会計処理 退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方

法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なってお
ります。

５．収益および費用の計上基準
連結注記表に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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【会計方針の変更に関する注記】
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱

いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の損益に与える影響はなく、利益剰余金の当期首残高への影響もありませ

ん。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、
時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これ
による計算書類への影響はありません。

【会計上の見積りに関する注記】
連結注記表に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

【貸借対照表に関する注記】
（1）関係会社に対する金銭債権債務 短 期 金 銭 債 権 218,078千円

長 期 金 銭 債 権 56,282千円
短 期 金 銭 債 務 3,703千円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 312,462千円
（3）担保資産及び担保付債務

担保に供している資産 建 物 72,178千円
土 地 313,361千円
借 地 権 47,121千円

上記に対応する債務 1年内返済予定長期借入金 141,652千円
長 期 借 入 金 55,583千円

【損益計算書に関する注記】
関係会社との取引高 売 上 高 851,474千円

仕 入 高 39,053千円
販売費及び一般管理費 53,015千円

【株主資本等変動計算書に関する注記】
当事業年度の末日における自己株式の種類及び総数

株 主 の 種 類 当事業年度期首 増 加 減 少 当事業年度末

普通株式 （株） 5,120 75,000 14,700 65,420
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【税効果会計に関する注記】
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な内訳
繰延税金資産
未払事業税 2,933千円
賞与引当金 15,099千円
退職給付引当金 181,550千円
会員権等評価損 4,384千円
株式評価損 4,744千円
減損損失 20,530千円
役員退職慰労引当金 17,019千円
そ の 他 3,234千円
繰延税金資産小計 249,497千円
評価性引当金 △46,679千円
繰延税金資産合計 202,817千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △32,444千円
繰延税金負債合計 △32,444千円
繰延税金資産の純額 170,373千円

【関連当事者との取引に関する注記】
親会社及び法人主要株主等

属 性 会社等の名称議決権等の所有(被所有)割合
関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額（千円） 科 目 期末残高

（千円）

その他の
関係会社

(株)サンシャ
インシティ

（被所有）
直接25.15％

・警備・清掃等
の役務の提供

警備等の
業務請負 851,474 売掛金 218,078

・本社事務所の賃借
・役員の兼任

保証金
の差入 ― 差入保

証 金 56,282

取引条件及び取引の決定方針等
（1）警備等の業務請負については、市場価格、総原価を勘案し、毎期価格交渉のうえ決定しておりま

す。
（2）保証金の差入については、近隣の取引金額を勘案し、決定しております。
（3）上記金額のうち、取引金額には消費税を含まず、期末残高には消費税を含んでおります。

【収益認識に関する注記】
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項【収

益認識に関する注記】」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

【１株当たり情報に関する注記】
（1）１株当たり純資産額 516円 79銭
（2）１株当たり当期純利益 51円 36銭
【重要な後発事象に関する注記】
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本
独立監査人の監査報告書

2022年５月10日
株式会社アール・エス・シー
取 締 役 会 御中

太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 桐 川 聡 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 河 島 啓 太 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社アール・エス・シーの

2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連
結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、株式会社アール・エス・シー及び連結子会社からなる企業集団の当
該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内
容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過

程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との
間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の
記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開
示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又

は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお
いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又
は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の
表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する
十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督
及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容につ
いて報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書謄本
独立監査人の監査報告書

2022年５月10日
株式会社アール・エス・シー
取 締 役 会 御中

太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 桐 川 聡 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 河 島 啓 太 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436 条第２項第１号の規定に基づき、株式会社アール・エス・

シーの2021年４月１日から2022年３月31日までの第52期事業年度の計算書類、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書
（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内
容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程

において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載
内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい
て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合
は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表
示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容につ
いて報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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監査役会の監査報告書謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第52期事業年度の取締役の職
務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作
成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結

果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担
等に従い、取締役、経営企画部内部監査課、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報
の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社
及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社
については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要
に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を
確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定め
る体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体
制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状
況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしまし
た。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び太陽有限責任監査法
人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び
検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われる
ことを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に
関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備してい
る旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連
結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表）について検討いたしました。
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２．監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し
ているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大
な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、
当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につい
ても、指摘すべき事項は認められません。なお、財務報告に係る内部統制について
は、本監査報告書の作成時点において開示すべき重要な不備はない旨の報告を取締
役等及び太陽有限責任監査法人から受けております。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年５月12日

株式会社アール・エス・シー 監査役会

常勤監査役 田 村 富 士 雄 ㊞

社外監査役 相 澤 透 ㊞

社外監査役 亀 田 光 生 ㊞

以 上

以 上
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株主総会参考書類

議案および参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件

第52期の配当につきましては、当期の業績ならびに諸般の状況を考慮いたしま
して、下記のとおりとさせていただきたいと存じます。

（1）配当財産の種類
金銭といたします。

（2）株主に対する配当財産の割り当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金10円とさせていただきたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は、28,745,800円となります。

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月30日とさせていただきたいと存じます。
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第２号議案 定款一部変更の件
１．変更の理由
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第１条ただし書き

に規定する改正規定が2022年９月１日に施行されます。これに伴い、株主総会参
考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨の規定および書面交付
請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新
設し、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除する
とともに、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
２．変更の内容
変更内容は次のとおりであります(下線部分は変更箇所を示しております)。

（下線は変更部分）
現 行 定 款 変 更 案

第３章 株主総会 第３章 株主総会

（株主総会参考書類等のインターネット開示と
みなし提供）
第15条 当会社は、株主総会の招集に関し、
株主総会参考書類、事業報告、計算書類お
よび連結計算書類に記載または表示をすべ
き事項に係る情報を、法務省令に定めると
ころに従いインターネットを利用する方法
で開示することにより、株主に対して提供
したものとみなすことができる。

（ 削 除 ）

（ 新 設 ） （電子提供措置等）
第15条 当会社は、株主総会の招集に関し、
株主総会参考書類等の内容である情報につ
いて、電子提供措置をとるものとする。
２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のう
ち法務省令で定めるものの全部または一部
について、議決権の基準日までに書面交付
請求した株主に対して交付する書面に記載
しないことができる。

（ 新 設 ） 附則
１ 変更前定款第15条（株主総会参考書類等
のインターネット開示とみなし提供）の削
除及び変更後定款15条（電子提供措置等）
の新設は、2022年９月１日から効力を生ず
るものとする。
２ 前項の規定にかかわらず、2023年２月末
日までの日を株主総会の日とする株主総会
については、変更前定款第15条はなお効力を
有する。
３ 本附則は、2023年３月１日または前項の
株主総会の日から３カ月を経過した日のい
ずれか遅い日後にこれを削除する。
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第３号議案 監査役１名選任の件

監査役相澤透氏は、本総会終結の時をもって監査役を辞任いたしますので、監
査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
氏 名
(生 年 月 日) 略歴及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式数

伊
い と う
藤 一 孝

か ず た か

（1958年7月19日生）

2001年４月 三菱地所(株)ビル業務部副長
兼 ビルファンド室長

0株

2010年４月 三菱地所(株)ビルソリューション推進部長
2012年４月 三菱地所ビルマネジメント(株)(現三菱地所

プロパティマネジメント(株))
代表取締役専務執行役員

2017年４月 有電ビル管理(株) 代表取締役社長
2019年６月 (株)サンシャインシティ

代表取締役専務（現任）
(注) 1. 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 伊藤一孝氏は、社外監査役候補者であります。
3. 社外監査役候補者の選任理由及び独立性について

(1) 伊藤一孝氏につきましては、三菱地所ビルマネジメント株式会社(※現三菱地所プロパ
ティマネジメント株式会社)の代表取締役専務執行役員、当社が関連会社となる株式会
社サンシャインシティの代表取締役専務として専門的な知識・経験等を持ち、同氏の
過去および現在の活動状況に照らして当社の業務執行者から独立した立場を有してい
ることから、社外監査役候補者とするものであります。

(2) 伊藤一孝氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査
役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともあ
りません。

(3) 伊藤一孝氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員（業務執行
者であるものを除く。）の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではあり
ません。

4. 伊藤一孝氏は監査役相澤透氏の補欠として選任されることになりますので、その任期は当
社定款の定めにより、退任される監査役の任期の満了する時までとなります。

5. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間
で締結し、被保険者である取締役および監査役が負担することになる金銭的賠償、非金銭
的賠償または保全処分等の損害を当該保険契約により補填されます。なお、伊藤一孝氏が
監査役に就任した際は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約につい
て同内容の更新を予定しております。
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第４号議案 補欠監査役１名選任の件
法令または定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠
監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式数

鈴
す ず き
木 敦 也

あ つ や

（1969年 11月 24日生） 0株2020年４月 (株)サンシャインシティ経理部長
2022年４月 (株)サンシャインシティ監査室長（現任）

（注）1．補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．鈴木敦也氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3．鈴木敦也氏につきましては、当社が関連会社となる株式会社サンシャインシティの経理部長
および監査室長としての専門的な知識・経験等を、当社の監査体制にいかしていただくた
め、補欠監査役への選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去社外役員となる
こと以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記理由により社外監査役
として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

4．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で
締結し、被保険者である取締役および監査役が負担することになる金銭的賠償、非金銭的賠
償または保全処分等の損害を当該保険契約により補填されます。なお、鈴木敦也氏が監査役
に就任する際は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

以 上
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〈メ モ 欄〉
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サンシャインシティ
文化会館

サンシャインシティ
直通地下通路

ワールド イン
ポートマートビル

アルパ

公園

至 新大塚 至 飯田橋

サンシャインシティ
アネックス

サンシャイン
ビジョン

サ
ン
シ
ャ
イ
ン通り

サンシャイン
60通り

東口
西武百貨店パルコ
池袋駅

ＪＲ(山手線、埼京線、湘南新宿ライン)
東京メトロ(丸ノ内線、有楽町線、副都心線)

東武東上線

西武池袋線

至 新宿ＪＲ線

明治通り

春
日
通
り

首
都
高
速
5
号
線

ライズシティ
池袋

ロッテリア

ビックカメラ
35番出口

公園

東
池
袋
ラ
ン
プ

グ
リ
ー
ン
大
通
り 三井住友銀行

サンシ
ャイン

シティ

地下道
入口

サ
ン
シ
ャ
イ
ン

60ビ
ル

サ
ン
シ
ャ
イ
ン
シ
テ
ィ

プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

東池袋駅６・７番出口
（東京メトロ有楽町線）

第52回定時株主総会会場ご案内図

会 場 東京都豊島区東池袋三丁目１番３号
サンシャインシティ ワールドインポートマートビル５階
コンファレンスルーム「Room６」

交 通 東京メトロ有楽町線「東池袋」駅６・７番出口より地下
通路で徒歩４分
ＪＲ、東京メトロ、西武池袋線、東武東上線 「池袋」駅
東口（35番出口）より徒歩10分

（ご照会先）株式会社アール・エス・シー 総務部
TEL（03）5952-7211（大代表）
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